
○公財ア事業第１４号

国立アイヌ民族博物館科学研究費補助金等取扱規程を次のように定める。

令和３年４月１日

理事長

（趣旨）

第１条 公益財団法人アイヌ民族文化財団（以下「財団」という。) が管理する国立アイ

ヌ民族博物館（以下「博物館」という。）における科学研究費補助金等（以下「補助金等」

という。）の取扱いについては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

30年法律第 179号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30

年政令第 255号）、科学研究費補助金取扱規程（昭和 40年文部省告示第 110号、以下「文

科省規程」という。）、独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業（科学研究費補

助金）取扱要領（平成 15年 10月７日規程第 17号）、独立行政法人日本学術振興会科学

研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）取扱要領（平成 23 年４月 28 日規程第 19

号）及び文部科学省又は独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」という。）が定め

るルールその他の法令等に定めるもの（以下「法令等」という。）のほか、この規程に定

めるところによる。

（定義）

第２条 この規程において「補助金等」とは文部科学省及び振興会が交付する科学研究費

補助金（以下「補助金」という。）及び振興会が交付する学術研究助成基金助成金（以下

「助成金」という。）のことをいう。

２ この規程において「機関」とは文科省規程第２条第１項の研究機関のことをいう。

（応募資格）

第３条 補助金等（奨励研究を除く。）に研究代表者又は研究分担者（以下「研究代表者等」

という。）として応募する資格を有する者は以下の各号の通りとする。

(1) 博物館に所属する者で、博物館の研究活動を行うことを主たる職務とする常勤の者

(2) 博物館に所属する者で、博物館長が応募資格を有すると判断した者

２ 博物館以外の機関に所属する者によって組織される研究に、研究分担者として参加す

る者は、博物館長による許諾を受けなければならない。

（研究組織の変更等）

第４条 研究代表者等は、次の各号に該当する事由が生じたときは、法令等の定めるとこ

ろにより、速やかに必要書類を博物館長に提出しなければならない。

(1) 研究代表者が所属する機関を変更したとき

(2) 研究代表者を変更するとき（変更可能な研究種目に限る）

(3) 研究分担者を変更するとき

(4) 研究代表者等の応募資格が喪失するとき

(5) 研究代表者が育児休業等の取得により、補助金においては研究を中断するとき、助

成金においては１年を超えて研究を中断するとき

（補助金等の管理）

第５条 研究代表者等が補助金等の交付内定（継続分を含む。）を受けたときは、その管理



については、博物館長に委任したものとみなす。

２ 博物館長は、前項により委任を受けた補助金等の管理を事業課長（以下「経理責任者」

という。）に行わせるものとする。

３ 経理責任者は、前項の補助金等を補助金と助成金とに区分した適切な名義者の専用の

銀行口座等に預貯金する等により、適正に管理するものとする。

（経理事務）

第６条 前条の経理責任者は、必要に応じて経理事務を他の事務職員に委任することがで

きる。

（分担金の送金及び返還）

第７条 研究代表者は、所属施設と異なる機関に所属する研究分担者に分担金を配分する

場合においては、次の各号に掲げる手続を行うものとする。

(1) 研究代表者は、事前に別紙様式第１の分担金配分（変更）申出書を作成し、博物館

長に提出するものとする。

(2) 博物館長は、前号の申出があった場合には、分担金配分の必要がある研究課題であ

ることを確認の上、研究分担者の所属機関の長に対し、別紙様式第２の分担金配分（変

更）予定通知書をもって通知するものとする。

(3) 経理責任者は、研究分担者の所属機関から、前号の通知により受領委任状及び振

込依頼書が提出されたときは、研究分担者の所属機関に対し、送金するものとする。

２ 前項により配分された分担金配分額を変更する場合の手続は、前項の規定を準用する。

３ 分担金の配分を受けた研究分担者は、次の各号に掲げる場合には、未使用の分担金を

研究代表者の所属する各機関に返還しなければならない。

(1) 研究代表者が補助事業を廃止する場合

(2) 研究分担者が補助事業者でなくなる場合

（預金利息及び解約）

第８条 補助金等の預金により生じた利息については、残高に応じ、各研究課題ごとに按

分又は博物館に譲渡するものとする。

２ 経理責任者は、必要に応じて預貯金口座を解約することができる。

（間接経費の受け入れ及び管理）

第９条 補助金等による研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として、研究機

関が使用する経費（以下「間接経費」という。）が措置された補助金等の交付又は配分を

受けた研究代表者等は、法令等に定めるところにより、間接経費を博物館に譲渡しなけ

ればならない。

２ 研究代表者等は、前項により間接経費を譲渡するため、別紙様式第３の間接経費譲渡

申出書を博物館長に提出するものとする。

３ 博物館長は、前項の間接経費譲渡申出書及び交付決定通知書等の関連資料に基づき間

接経費の受入決定を行い、経理責任者へ通知するものとする。

４ 経理責任者は、前項の通知を受けたときは、間接経費を適切な名義者の銀行口座等に

預貯金する等により、適正に管理するものとする。

（間接経費の使途及び配分）

第１０条 間接経費の使途及び配分については、効率的かつ効果的な執行のため、各施設



の長の責任の下で方針等を作成しなければならない。

（間接経費の返還等）

第１１条 研究代表者等は、年度途中に、他の機関に異動する場合、研究を廃止する場合

又は補助事業者でなくなる場合においては、すでに譲渡済の間接経費の一部（譲渡した

間接経費から博物館において研究代表者等が使用した直接経費の 30％相当額を引いた

残額）を別紙様式第４の間接経費返還請求書により、博物館長へ返還を請求するものと

する。

２ 博物館長は、前項の請求があった場合は、経理責任者に通知するものとする。

３ 経理責任者は、前項の通知を受けた時は、速やかに返還する間接経費の額を確定し、

法令等の定めに従い、返還するものとする。

４ 第７条第２項による配分額の変更に伴い間接経費が減額する場合、前第１項から第３

項を準用する。

（補助金の使用）

第１２条 補助金等の使用にかかる取扱いについては、法令等に定めのあるものを除き、

財団が定める財務規程等を準用するものとする。

２ 経理責任者は、収支に関する帳簿（収支簿）を備え、研究代表者等ごとに直接経費の

収支を管理しなければならない。ただし、研究代表者と研究分担者の所属が共に博物館

である場合、同一の収支簿で管理することができる。

（研究支援者）

第１３条 補助金等を受ける研究に係る業務に従事する研究支援者の雇用については、公

益財団法人アイヌ民族文化財団任期付職員の採用及び給与に関する規程及び公益財団法

人アイヌ民族文化財団臨時職員取扱細則による。

（設備備品の寄付）

第１４条 研究代表者等は、補助金等で設備備品又は図書（以下「設備等」という。）を購

入したときは、直ちに博物館に寄付しなければならない。ただし、文部科学省又は振興

会の承認を得た場合は寄付を延期することができる。

２ 博物館長は、研究代表者等が博物館以外の機関に所属することとなる場合には、その

求めに応じて、前項で寄付を行った設備等を返還するものとする。ただし、返還に要す

る経費については、財団は負担しないものとする。

（交付前の研究実施）

第１５条 研究代表者等は、法令等に基づき研究を開始することができ、研究計画の遂行

上、補助金等の受領前に支出する必要があるときは、博物館が別に定める科学研究費補

助金交付前支出の方針等に基づき、手続きを行うものとする。

（関係書類の整理、保管）

第１６条 研究代表者等及びその他補助金等の業務に係る担当者は、補助金等の経理に係

る関係書類及びその他関係書類を整理し、補助金においては補助金の交付を受けた年度

終了後５年間、助成金においては助成金の補助事業期間終了後５年間これを保管しなけ

ればならない。

（実績等の報告）

第１７条 研究代表者は、補助金においては年度が終了したとき、助成金においては補助



事業期間が終了したとき、又は補助事業が廃止されたときは、法令等で定められた実績

報告書を作成し、速やかに博物館長に提出しなければならない。また、助成金において

は補助事業期間の最終年度を除く各年度終了後実施状況報告書を作成し、博物館長に提

出しなければならない。

２ 間接経費にかかる実績報告については法令等の定めに従って、毎年度、文部科学省に

報告する。

（不正使用の防止に関わる措置）

第１８条 各施設は適切な補助金等の遂行を図るため、次の措置を講ずるものとする。

(1) 内部監査の実施

(2) 研究職員及び事務職員を対象とした説明会の実施

２ 前項における措置の運用に関し必要な事項については、別に定める。

（その他）

第１９条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定め

る。

附 則

この規程は、令和３年４月１日から施行する。



別紙様式第１

分 担 金 配 分 （ 変 更 ） 申 出 書

令和 年 月 日

国立アイヌ民族博物館長 殿

（研究代表者の所属部局・職・氏名）

印

令和 年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金/学術研究助成基金助成金（研

究種目等の名称））の研究遂行上必要なため、下記の通り研究分担者に分担金の配分（変

更）を行いたいので、貴職より当該研究分担者の所属機関に分担金を送金願います。

記

１．課題番号

２．研究課題名

３．研究課題の交付決定額/今年度使用予定額 円（うち、間接経費 円）

４．他機関への配分額 円（うち、間接経費 円）

５．内訳

分担金の配分を受ける研究分担

者の所属・職・氏名

配分額の内訳

初回（現在）の配分

状況

変更 計

直接経費 間接経費 直接経費 間接経費 直接経費 間接経費

円 円 円

計

研究代表者所属施設での執行予定額

交付決定額/今年度使用予定額



別紙様式第２

分 担 金 配 分 （ 変 更 ） 予 定 通 知 書

令和 年 月 日

（研究分担者の所属機関の長） 様

国立アイヌ民族博物館長 職印

令和 年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金/学術研究助成基金助成金）の研究

遂行上必要なため、下記の通り当機関所属の研究代表者より貴機関に所属する研究分担者

に分担金の配分（変更）を行う予定ですので、通知します。

ついては、分担金の受領委任状及び振込依頼書を提出願います。

記

研 究

種 目

等 の

名称

課題

番号

研究代表者の所属部

局・職・氏名

研究分担者の所属・職・

氏名

分担金の配分額

所属 職 氏名 所属 職 氏名 初回(現在 )

の配分

変更 計

直接

経費

間接

経費

直接

経費

間接

経費

直接

経費

間接

経費

円 円 円

計



別紙様式第３

令和 年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金/学術研究助成基金助成金（研究種目

等の名称を記入））間接経費譲渡申出書

令和 年 月 日

国立アイヌ民族博物館長 殿

（研究代表者等の所属部局・職・氏名）

印

下記の研究課題に係る間接経費 円を譲渡したいので、譲渡の条件を承諾の上、手

続き方お願いします。

記

１．研究種目 ： 令和 年度科学研究費補助金/学術研究助成基金助成金（研究種目を記入）

２．課題番号 ：

３．研究課題名 ：

４．交付決定額/配分額 ： 円（うち間接経費分 円）

５．譲渡の条件：

（１）間接経費は、科学研究費助成事業による研究の実施に伴う研究機関の管理等に必

要な経費に使用すること。

（２）年度途中に、研究代表者等が他の研究機関に異動する場合、研究廃止する場合ま

たは補助事業者でなくなる場合には、すでに譲渡済みの間接経費の一部（譲渡した

間接経費から各研究機関において各研究代表者等が使用した直接経費の３０％相当

額を差し引いた残額）は研究代表者等に返還すること。



別紙様式第４

間 接 経 費 返 還 請 求 書

令和 年 月 日

国立アイヌ民族博物館長 殿

（研究代表者等の所属部局・職・氏名）

印

請求金額 金 円也

下記の科学研究費助成事業（科学研究費補助金/学術研究助成基金助成金）に係る間接経

費の返還金として、上記金額を請求します。

記

１．研究種目

２．課題番号

３．研究課題名

４．交付決定額/配分額 円

うち直接経費 円

間接経費 円

５．直接経費支出済額 円

６．異動、退職等の発生年月日


